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１ 現状と課題１ 現状と課題１ 現状と課題１ 現状と課題

現行の特定支障除去等事業実施計画に基づく環境保全対策として、汚水処理等の維持

管理対策、汚染拡散防止対策、場内雨水対策などを実施した。

（１）汚水処理等の維持管理対策（１）汚水処理等の維持管理対策（１）汚水処理等の維持管理対策（１）汚水処理等の維持管理対策

水処理施設の改良、揚水井戸の設置に関しては、平成２４年度までに全て終了した

が、センター周辺の沢の滲出水や地下水の汚染状況は改善されてきており、一定の成

果が得られている。

しかし、平成２１年１１月に環境基準項目に追加された１，４－ジオキサンが、セ

ンター周辺の地下水等において環境基準値を超過して検出されている。特に高濃度で

検出された鉛直遮水壁外の地点については、新たな揚水井戸を設置するなどの緊急対

策を実施しているが、浄化対策の直接の対象となっていない第２帯水層からも環境基

準値を超えて検出されていることから、維持管理対策の継続に加え、１，４－ジオキ

サンに対応した水処理施設の整備など、新たな対策が必要である。

（２）汚染拡散防止対策（２）汚染拡散防止対策（２）汚染拡散防止対策（２）汚染拡散防止対策

遮水壁の設置、揚水井戸の設置に関しては、平成２０年度までに終了し、有効に機

能していることが確認されており、引き続き汚染地下水の汲み上げ処理とモニタリン

グを継続するとともに、揚水井戸の整備（増設、洗浄等）など、さらに揚水量の増加

に向けた措置をとる必要がある。

特に１，４－ジオキサン対策については、第２帯水層における浄化促進のため、揚

水井戸の新たな設置などを検討する必要がある。

（３）場内雨水対策（３）場内雨水対策（３）場内雨水対策（３）場内雨水対策

処分場上部や法面へのキャッピングの実施や雨水排水路の整備に関しては、平成

２０年度までに終了し、排水処理施設における水処理量の減量化が可能となったが、

汚染地下水回収の強化により処理水量が増加するため、追加的な雨水対策を講じる必

要がある。

なお、雨水対策を検討する場合には、地中に浸透する雨水の洗い出し効果による浄

化に影響を与えることのないよう配慮するとともに、必要に応じて注水井戸等の設置

も併せて検討する必要がある。

さらに、住民の理解を得た上で調整池から公共用水域に放流している雨水について

は、水質の常時監視を継続して実施していく必要がある。

（４）環境モニタリング（４）環境モニタリング（４）環境モニタリング（４）環境モニタリング

汚染地下水の汲み上げ強化や維持管理の継続によって、周辺の各沢の滲出水や地下

水の汚染状況は改善されているが、周辺環境の状況を把握するため引き続き環境モニ

タリングを継続する必要がある。

水質調査地点位置図

蒲の沢、南沢及び大館沢滲出水の主なＶＯＣの経年変化
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２ 今後の環境保全対策の方向２ 今後の環境保全対策の方向２ 今後の環境保全対策の方向２ 今後の環境保全対策の方向

初期の処分場などに起因すると思われる「ＶＯＣ」によって汚染された地下水が周辺

に拡散し、公共用水域を汚染するおそれがあるため、周辺域の水質を保全することを目

的とした環境保全対策を継続する。

こうした措置を講ずることにより、蒲の沢（南沢を含む。）や大館沢で滲出する地下

水の「ＶＯＣ」について環境基準値を下回るレベルにすることを目標とする。

特に、これまでの成果を踏まえ、遮水壁内外で環境基準値を超えて検出されている

１，４－ジオキサンについて、対策の強化を図ることとする。

（１）汚染地下水の浄化対策の強化（１）汚染地下水の浄化対策の強化（１）汚染地下水の浄化対策の強化（１）汚染地下水の浄化対策の強化

これまでの環境保全対策により周辺の各沢の滲出水の１，４－ジオキサンを除く

ＶＯＣの汚染状況は、環境基準値を下回るレベルまで改善している。

しかし、鉛直遮水壁内の揚水井戸から回収される地下水や最終処分場の浸出水には、

依然として高濃度の１，４－ジオキサンが含まれていることや、蒲の沢滲出水中の

１，４－ジオキサン濃度の減少が鈍化傾向にあることから、汚染地下水の汲み上げ処

理を強化することなどにより浄化の促進を図る。

また、現在では浄化対策の直接の対象となっていない第２帯水層から、１，４－ジ

オキサンを含むＶＯＣが環境基準を超えて検出されていることから、今後は、第２帯

水層の地下水も浄化の対象とする。

（２）水処理施設の高度化（２）水処理施設の高度化（２）水処理施設の高度化（２）水処理施設の高度化

既存の水処理施設の生物処理工程では、１，４－ジオキサンが処理されているが、

一般にオゾン等を用いた促進酸化処理でなければ１，４－ジオキサンの除去は困難で

あるとされており、生物処理のみで除去されている例は殆ど報告されていない。生物

処理による１，４－ジオキサンの除去は、一定の条件下で可能になっていると考えら

れるが、現在のところ温度以外の条件については確認されていないことから、負荷量

や水質の変動など、何らかの条件変化により除去効率が低下することも考えられる。

また、今後、新たな化学物質が環境基準項目に追加される可能性もあり、将来にわ

たって安定した浄化手段を確保することが重要である。

これらの懸念を払拭し、確実な浄化を図るためには、１，４－ジオキサンの他、多

くの化学物質に対応できる高度な浄化施設（促進酸化処理施設）の導入を図る。

（３）雨水排除対策等の強化（３）雨水排除対策等の強化（３）雨水排除対策等の強化（３）雨水排除対策等の強化

汚染地下水の浄化対策を促進するため、第１帯水層、第２帯水層ともに揚水井戸を

増設し、汚染された地下水を回収する必要があるが、その場合、水処理を必要とする

汚染水は大幅に増加する。

この増加する汚水量に見合う水処理を可能にするためには、地下に浸透せずに水処

理系統に混入している雨水を分離して、水処理施設の処理水量の負荷の軽減を図る「雨

水・汚水の分離対策」を引き続き実施していく必要がある。

一方、汚染地下水の浄化対策を促進するうえで洗い出し効果が求められる処分場の

区域については、浸透トレンチや注水井戸等を利用した雨水等の浸透対策を図る。

（４）環境モニタリングの継続（４）環境モニタリングの継続（４）環境モニタリングの継続（４）環境モニタリングの継続

周辺環境の状況を把握するため、引き続き環境モニタリングを継続する。ただし、

遮水壁や揚水井戸の設置等汚染の拡散防止対策工事が終了したことを踏まえ、モニタ

リング地点や分析項目等については、適宜見直しを行う。

- 2 -



３ 各対策の詳細３ 各対策の詳細３ 各対策の詳細３ 各対策の詳細

（１） 汚染地下水の浄化対策（第１帯水層）（１） 汚染地下水の浄化対策（第１帯水層）（１） 汚染地下水の浄化対策（第１帯水層）（１） 汚染地下水の浄化対策（第１帯水層）

１，４－ジオキサンが高濃度で検出されている処分場北東側（№１、２、４、５処

分場付近）及び北側遮水壁外側（揚水井戸２１号付近）に、注水井戸、揚水井戸を配

置し、洗い出し効果による浄化の促進を図る。

第１帯水層を対象とした井戸の位置図

① 揚水井戸① 揚水井戸① 揚水井戸① 揚水井戸

○処分場北側及び北東側の揚水井戸は、遮水壁の内側の地下水水位を下げて外部へ

の流出を防止することを目的として、遮水壁に沿って配置する。

○高濃度地域の地下水流向は、西から東方向であることから、揚水井戸は処分場

（№１、２、４、５）の北から東側へ配置する。

○井戸配置間隔は、既存揚水井戸の影響範囲等を考慮し、約５０ｍ間隔として４箇

所に配置する。

○北側遮水壁外の揚水井戸の配置は、１，４－ジオキサンの汚染範囲が不明である

ことから、高濃度で検出された２１号揚水井戸を中心として３箇所に配置する。

② 注水井戸② 注水井戸② 注水井戸② 注水井戸

○注水井戸は、浄化促進を目的として１，４－ジオキサンの汚染源の可能性が高い

№１、２処分場内の６箇所に配置する。

○遮水壁外については、汚染を拡散させる恐れがあることから、注水井戸は設置し

ない。

③ №４、５処分場の浄化対策③ №４、５処分場の浄化対策③ №４、５処分場の浄化対策③ №４、５処分場の浄化対策

○１，４－ジオキサンが高濃度で検出されている北東側処分場（№１、２、４、５処分場付

近）のうち、№４、５処分場については浸出水が集水されていないことから、処分場内に

揚水井戸４本及び注水井戸６本を設置し、浄化の促進を図る。

○井戸の掘削に当たっては、既存資料を精査して掘削深度を決定するなど、遮水工

に配慮する。

（２）汚染地下水の浄化対策（第２帯水層）（２）汚染地下水の浄化対策（第２帯水層）（２）汚染地下水の浄化対策（第２帯水層）（２）汚染地下水の浄化対策（第２帯水層）

① 揚水井戸① 揚水井戸① 揚水井戸① 揚水井戸

○１，４－ジオキサンがほぼ全ての地点で環境基準値を超過していることから、揚

水井戸を対象区域外周部（鉛直遮水壁沿い）に約１００ｍ間隔で１１箇所に配置

する。

【配置の考え方】

○ 達成目標期間である１０年以内に、１，４－ジオキサン濃度が環境基準値

以下に浄化されるために必要な導水勾配（地下水流速）を設定し、井戸の配

置と必要な揚水量を求めた。

○ 計画揚水量は、平成２４年５月の第 2 帯水層の揚水量実績から、１０ｍ

３

／日

とした（１本あたり 10 ｍ

３/日× 13 本＝ 130 ｍ

３/日：既設井戸 2 本、新設井戸

11 本）。

○ シミュレーションの結果、約１００ｍ間隔、１３本の配置で計画期間内で

の環境基準の達成が可能となった。

② 観測井戸② 観測井戸② 観測井戸② 観測井戸

○濃度がやや高い北側～北東側地域で対策の効果を把握するため、観測井戸を３箇

所に配置する。

第２帯水層を対象とした井戸の位置図
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（３）促進酸化処理施設の設置（３）促進酸化処理施設の設置（３）促進酸化処理施設の設置（３）促進酸化処理施設の設置

○１，４－ジオキサンは、一般的に従来の水処理施設（生物処理、沈殿処理等）では

除去困難とされており、今後、処理しなければならない汚水量が増えることや将来

に渡って確実な浄化対策を講じるために、１，４－ジオキサンを含め多くの化学物

質の浄化処理が可能となるオゾンを用いた促進酸化処理施設を導入する。

水処理フローと計画処理水量

地下水浄化対策模式図

（４）場内雨水対策等（４）場内雨水対策等（４）場内雨水対策等（４）場内雨水対策等

① 場内雨水対策① 場内雨水対策① 場内雨水対策① 場内雨水対策

水処理量の削減を目的とし、場内雨水対策を追加して実施する。

○旧国有地北側法面は、現況では旧国有地ため池へ流入し３号水処理施設で処理さ

れている。法面部にモルタル吹付け等によるキャッピングを行い、法尻部に設置

する雨水排水路で集水し場外排水を行う。

○遮水壁外側の沢部（蒲の沢・大舘沢・南沢）の滲出水は、低濃度汚水として新水

処理施設に送水しているが、現状では、大雨が降った際には表流水も流入して処

理されている。当分の間滲出水の回収の必要性が見込まれる蒲の沢・南沢の法面

部からの雨水表流水を分離して排除するため、滲出水流出部の上部に雨水排水路

を設置する。

雨水排除対策位置図
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② 処分場雨水浸透対策② 処分場雨水浸透対策② 処分場雨水浸透対策② 処分場雨水浸透対策

処分場内の浄化促進を目的として、雨水浸透対策を実施する。

○№７、８、１０、１１処分場を対象とする。

○処分場上部から水を浸透させ洗出しによる浄化を想定していることから、処分場

天端に浸透トレンチを敷設し雨水浸透量の増加を図る。

雨水浸透対策（浸透トレンチ）位置図

（５）環境モニタリング（５）環境モニタリング（５）環境モニタリング（５）環境モニタリング

周辺環境の状況を把握するため、引き続き環境モニタリングを継続する必要がある。

ただし、遮水壁の設置や揚水井戸の設置等汚染の拡散防止対策工事が終了したこと

を踏まえ、モニタリング地点や分析項目等については、適宜見直しを図る。

○これまで実施しているモニタリング回数や調査項目を基本とするが、渇水状態ある

いは回収量の低い揚水井戸や、ＶＯＣの不検出の状態が続いている観測井戸について

は、調査頻度の見直しを行うなど、効率的な環境モニタリングに努める。

○新設する揚水井戸及び観測井戸については、状況に応じて年２から４回の調査を行う。
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「産廃特措法」に基づく実施計画案(第２期)の概要 
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基 本 的 な 考 え 方 

事業実施予定期間 

【平成25年度～34年度(10年間）】 

◎第１期実施計画の成果を踏まえ、遮水壁内外で環境基準値を超えて検出されている１，４－

ジオキサンの対策を講じることにより、蒲の沢（南沢を含む。）や大館沢で滲出している地下

水の「VOC」について環境基準値を下回るレベルにする。 

支 障 除 去 等 事 業 

汚水処理等の維持管理対策 

(1,4-ジオキサン浄化対策の強化) 

① 現在実施している揚水井戸による汚染地下水の汲

み上げ処理の継続実施 

② 蒲の沢等での滲出水の回収等の継続実施 

③ 促進酸化施設の増設 

④ 処理水の河川等への放流の検討 

現在、水処理施設で処理された水は能代市の公共

下水道に放流しているが、今後、能代市や地元住民

と協議を行いながら、河川への放流を検討する。 

汚染拡散防止及び浄化対策 

(汚染地下水の浄化対策の強化) 

 

① 第1帯水層揚水（12箇所）・注水（12箇所）井戸の増設 

② 第2帯水層揚水（11箇所）井戸の増設 

③ 処分場雨水浸透対策（トレンチ設置）の実施 

場 内 ・ 場 外 雨 水 対 策 

( 雨 水 排 除 対 策 等 の 強 化 ) 

 

① 処分場法面の雨水排除（遮水工等の整備）の実施 

② 蒲の沢法面の雨水排除（雨水排水溝の整備）の実施 

環 境 モ ニ タ リ ン グ 事 業 

( 環 境 モ ニ タ リ ン グ の 継 続 ) 

 

① 周辺環境の水質・底質調査等の継続実施 

② 第2帯水層観測（3箇所）井戸の増設 

処 分 場 調 査 （ 関 連 事 業 ） 
○ 埋立廃棄物の性状確認調査方法の検討 

○ 「産廃特措法」は平成34年度を期限とする時限立法

であることから､事業の実施予定期間は､平成25年度

から平成34年度までの10年間とする。 

事業費 
【国の財政支援の概要】 

○ 国支援率として、事業費の１/３程度が見込まれてお

り、また、国支援率を除く県の負担分の75％について

起債対象となり、元利償還金の50％が地方交付税措

置される見込みである。 

※；赤字は、新規事業 

  新設揚水井戸（第１帯水層）       促進酸化施設 

  新設注水井戸（第１帯水層）       雨水排水路 

  新設揚水井戸（第２帯水層）       法面遮水工 

  新設観測井戸（第２帯水層）       浸透トレンチ 

特定支障除去等事業全体図特定支障除去等事業全体図特定支障除去等事業全体図特定支障除去等事業全体図    

- 6 -


